
参考資料3-4

※「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」
「第2章 医学管理等」の抜粋

(平成22年厚生労働省告示第69号 )の

平成22年度診療報 ullll改定関係法令 (肝炎対策関係部分抜粋 )

B005-8 肝炎イ ンターフェロン治療計画料 700′点

注 1 別1に 厚生労働大臣が定める施設基準に適合 しているものとして地方厚
`L局

長等
にJ面 け出た保険医療機関/Ji、 長 lll継 続的にインターフェロン治療が必要な肝炎こ)

忠者に対 して、忠者の同意を得た上で、治療計画を作成 し、日l作用等を含めて患

li‐ に説明 し、文書により提供するとともに、地域において治療を担う他の保険医

療機関に当該忠者に係る治療計画及び診療情桐1を 文書により提供 した場合に、 1
人につき 1回 に限 り所定点数を算定する。

2 注 1の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提 1'キ に係る区分番号・B009
に掲げる診療lil帰 提供料{l)の 費用は、りf定点数に含まれ るものとするぅ

「
'()01)診

療 1吉 ヤ,提供料 {l) 250メ li

7111 保険医療機関が、診療に基づき、別ノ)綺t険 1夏 療機 1判 での診療の必要を認あ、こ
れに 11し て、1』.脅 υ)llll意 を得て、診療 1,t況 を示す文サ|を 添えて患 FPi ryb紹 介を行っ

/1場 合に、紹介先nt険 |■ 療機関ごとに患者 1人 につき
'll「

11に 限 り算,ヒ するこ
2 1ヽこ1倹 医療機関が、診療に

'ttづ

き患者の同意を得て、当″夕忠 肝の LIIに

'也

を11「 帖す
る市町 +1・ 又は介護保険法第 16条 第 1項の規定により‖

'遇
llf県知l事が指定する指 ,t

姫:宅 チ:護 率援 11業 者等に力lし て、診療状況を示す文 i峠 を添えて、当該患者に係 13

角た健福ねLサ ー ビるに必要な情‖1を 提供 した場合に、患者 l人 につき月 |IFlに 限 り

算定する.

3 保険医療機関が、診療に″:づ き保険薬局による11宅 患者訪11!薬 斉141理 11導の
`ピ

.

要を:ig y)、 在宅での療 ti・ を行っている1ユ 置で ,争)つ て i口 1坑 が困難なものの llal意 を得
て、当該保険薬局に対 し́て、診療1't況 を示す文i林 を添えて、当該患 とに係る在宅
患者訪 1普l薬斉111]!指導に2L/ヽ 要な構‖1を 提 Jtし た場合に、患汁 1人 につき,1 l llll:こ

限 り算定するふ

1 保険医療機関が、情lull障 害者である患者であって、Fll害 者自 1ヽ支 援法 (｀ F成 17

年法律第 123号 )に規定する障害 llllliれLサ ー ビスを

`Tう

施設若 し′くはlllii祉 ,|ミ ーム又
は同法附則第`18条 の規定によりなお従前の例にょり運営をすることができること
とされ た同条に規定する精神障tF者 たと会復帰施設 (以 下 「キ,サ トト障害者施設」とい

う。)に 入所 している患者又は介護老人保健施設に人所してぃる忠者の同意を得
て、当該精神障害者施設又は介護者人保催施設に対して、診療状況を示す文書を
添えて、当I亥 忠背の社会イ堕帰υ)促進に4ビ 要`41憚i‖1を 提供した場合に、患者 1人 に
つき月1回 に限り算定する。

5 保険医療機関が、診療に基づき患者ゃllil意 を得て、
・
1｀ 護者人保健施設に対して

、診療|りt況 を示す文書を添え ご患者の紹介を行った場合に、忠片1人 につき月 1

回に限り算定する。
6 保1険 医療機関が、認角1,市:の 1り:態に,|)る 患者について、1多 世iに 1き づキ:=知 1症 1,:忠

|■ 療センター,卜 での鑑別ル‖JiキI力 .1夕だを認め、■
1,i亥 1二 什又llそ あ.:贅

|た の同意を得
て、認匈1症疾患医療センターlrに 対して診療1大 況を示す文書を添えて患着υ)紹 介
を行った場合に、患者 1人 につき月 1“]に 限り‖定するJ

7 保険医療機関が:患 #め iltt院 日の机する
'1又

ltそ ′)翌 月に、添 fヽ|′ )必 要を認め
、患者の同意を得て、別の仙:晩医療機 IЧ 、キlllll障 害者・施設又は年11ヒ 人保健施設
に対し́て、迷雌後υ)治療::卜 lllll、 険査右∵果、画像診断に係るrl像情‖

'そ

′)他 の必要
な情 報を添付 し′て子ln｀ を行った場 ぶは、 ,りF定点数に 2111)点 を加l iilす る .



8 区分番号 B005-4に 掲げるハ イリ
~7・

クク1産 女il共 1司 管11料 i:`の 施設基■に

適 合しているものとして地方厚生局 lk・ 等に屈け出た保険医療機 1単|が 、ハイリスク

rrr‐ 産た1共 ll・

‐
li警 理料 {llに 規定する別にカドイL労働大臣が定める1りさ態等の患音の同意

を得て、検査結果、画像診Wiに 係るlllli像 情報その他のど,要 な情劇1を 添付してハイ

リスク11産婦共同管理窄|(11に lJl定 す る別の保険医療機関に対 して紹介を行つた

場合は、当該患者の政1娠中 1回 に‖tり ,り i定点数に200点 を川1算 する。

9 保険医療機関が、認力!症 の疑い′)ル )る 忠者について専門医療機関でグ)鑑 別診脚i

等υ)必要を認め、当該忠者又|す そ 1/D家族 r7D同 意を得て、当該専P!1髪 療機 1月 に対 し

て、診療状況を示す 文書を添えて、忠者の紹介を行つた場 合は、 iサ i定 点数に 100

点を ljll算 する。   ′

l●  保1貪 医療機関が、認狛1111の 専|"|14こ 療機 1期 において1班 に認知1111と 診断さオ1′ た患者

でぁらて人院中υ)忠 者以外υ,も υ)に ついて症状が理1悪 した場合に、 11該忠者又は

そグ)家族の同意を得て、当1亥 専 |“l医 療機関に なlし てく診療イメtルとを示す文1卜 を添え

て当該患者の紹 介を行 /Dた 場合は、認衡J症専 |‖1医療機関連 1′ち加11と して、所定点

数に50点 を加算する。  ゅ
‖ 精神牟1以 クトの診療科を標榜する保1喚 レ1療機関が、人院中の忠者以クトの忠者につ

いて、 うつ病等υ)精 神μ章
ま

υ)疑 いに .た りそυ)診 断治療等″)必 要性を認め、忠者υ)

同意を得て、精神科を標榜する別の保険医療機 1判 に当該忠者が受診する日の 了=約

を行つた上で患者の紹介を行つた1場 合は、精神科医 illilりち加算 として、所定点数に

2oO点 を力‖算 1‐ るり

12 1カt険 医療機関が、 1台 療計 l町 に基づいて長りJl継 続的にインター ソコ1ロ ン治療が必

要な肝炎υ)患者 であつて人院中の1じ 煮以外、υ)も υ)υ)同 意を得て、当i亥 保険医療機

関と連 Jりもして治療を行 う肝疾患に 1鶏 する専 1町 医療機関に /・lし て、治家計 lllllに 基づ

く診療 1人 況を示す文 1年 を添えて11該 患者の沼
`介

を行つたJlオ 合は、肝炎インターフ

Jlロ ン治療連携力n算 として、剛i定点数に50点 を加算する。

: 1



※
髭偏製錆猶騒霧3難堡指秒Ⅷ 渕 鰯野湿継J

B005-8 月11炎 インターフェコン治療計画料

(1)肝 炎イ ンターフェロン治療計画料は、インターフェロン治療を受ける肝炎患者に対して、

治療計画に沿つて治療を行 うことについて忠者の同意を得た上で、治療計lllliを 作成 し、風1

作月1等 を含めて忠者に説り]し 、文 1:に より提夕tす るとともに、地域で連携 して当該インタ

ーフェロン治療を行 う衛t険医療機関に当該忠者に係ろ治療計 lllli及 び診療‖i‖1を 文lFに より

提供 した場合に、 1人 につき 1回に限 り算定する。患者に交付した治療計画の写しを診療

録に貼 fJ・
‐・l‐ ること。

(2)治療計画iの 策定にあたつては、患者の求めに応じて夜尉lや休日に診療を行っている医療

機関を紹介するなど、当該忠者が長期の治療を継統できるよう配慮を行うこと。

(3)入院中の患者については,塁 院時に算定すること.

| ′「
‐



※「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」 (平成 22年厚生労働省告示第 73号 )

の抜粋
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※「特掲
.診

療料の施設基準等及びその届出に関する手続の取扱いについて (通知 )」

(平成 22年 3月 5日保医発第0305第 3号)の抜粋

第Hの 4 肝炎インターフェロィ治療副・面料

1 肝炎インターフェロン治療 :1・ ml料 に開する方L設′基1笙

(1)肝 疾忠に関する専門的な知11晟 を持つ医1珂iに よる診Wi(活 lfllj唆 及び病期を1「 むゥ)と 治療方

多[の決定カマ予オ)″してしヽること。

(2)イ ンターフェコン等の抗 ウイルス療法を適リリに実施できる体制を有 していることり

(3)肝 がんの高危険群″)同定と早191ttWiを 適明に実施できる体lJを 有 していること.

2 届けは1に 関する lli項

力1炎 インターフコ1ロ ン治療計画料の施設基準に係る屈出は、別添 2の様式 13の 6を りllい ることt

に|フ



※「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続の取扱いについて (通知 )」 .

(平成 22年3月 5日保医発第0305第 3号 )の「様式」の抜粋

別 添 2

特掲診療料の施設基準に係る届出書

保険医療機関コー

又は保険薬局コー

ド

　

ド

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ト
ー
ｔ

連 絡 先

担 当者氏名 :

電 話 番 号 :

ヽ
１
１
１
１
１
１
１
１
ノ

(届 出事 項 )

[             ,Iの 施 設 基 準 に係 る届 出

□  当該眉出を行う前 6か月‖:lに おいて当R去 眉出に1系 る事項に開し、不正又は不当な届出 (法 令の規定に基
づくものに限る。)を 行つたことがないこと。

□ 当骸届出を行う1殉 6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め

る掲示事項等第二に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に:ユ 反していないこと。

□ 当骸届出を行う前6か 月Flに おいて、健康保険法第78条 第 l ln~及 び高齢者の医療の確保に関する法Fl!第 7

2条 第 1項の規定に基づく検■等の結果、診療内容又は診lllttnllの請求に供lし 、不正又は不当な行為が認め

られたことがないこと。

□ 当該眉出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに

入院基本オ1の 算定方法に規定する入院患者数の基準にお去当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に骸

当する保険医療機関でないこと。

標記について、上記基準のすべてに適合 しているので、別添の様式を添えて届出 します。

平 成    年    月   日

保険 医療機 関 ,保 険薬 局 の所在地

及 び名 称

開設 者 名            印

殿

備考 1

2

3

[  ]欄 には、該当する施設基準の名称を記入すること。

□には、適合する場合「/」 を記入すること。

届出書は、正副 2通 提出のこと.
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様式13の 6

肝 炎インター フェロン治療計画料の施設基準 に係 る届 出書添付書類

肝疾患に関す る専門的な知識を有する常勤医師の氏名等

常動医師の氏名 肝疾患診療の経験年数

年

[記載上の注意 ]

当該医師の肝疾患治療に係る経験、当該保険医療機関における勤務状況がわかる書類を添付する
こと。          .

|ご |
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参考資料3-5

肝炎研究7カ年戦略

平成 20年 6月 20日

はじめに

○ 我が国における肝炎研究は、血清肝炎調査研究班 (昭和 38年度)

として開始され、非Att B型肝炎研究班等研究事業名や研究テーマを

変更しながら継続的に行われてきた。

その後、平成 10年度に新興・再興感染症研究事業の中で、ウイル
ス肝炎及びその進展した病態としての肝硬変、肝がんについての研究
が進められてきた。

また、平成 14年度から、独立した肝炎の研究事業として「肝炎等
克服緊急対策研究事業 (肝炎研究分野)」 が開始され、基礎から臨床応
用分野まで幅広く研究が進められ、現在まで継続している。

○ ウイルス肝炎は、国内最大の感染症であり、'感染した状態を放置す
ると重篤な病態を招く疾患である。平成 19年 11月 に与党肝炎対策

: プロジェク トチニム (座長 :川崎il郎衆議院議員)において:「新し
い肝炎総合対策の推進についてJが取りまとめられ、その中で「研究
の促進」が指摘された。         _

また、肝炎患者団体や薬害肝炎原告団を始め、多くの患者関係者や
′国民から、肝炎に対する治療成績の向上に向けた取組を知l待する声が
上げられた。

○ こうした動きを受けて、国内の肝炎研究の専門家が集まり、ここに

肝炎研究の今後の方向性やその実現に向けた対策について記した「肝
炎研究 7カ 年戦略」を取りまとめたこ厚生労働省としてはこれを受け
て(本年度から7年間で、肝炎治療実績の大幅な改善につながる成果
の獲得を目標とし、その取組が肝炎患者、国民に還元されるよう、肝
炎、肝硬変及び肝がんを含めた肝疾患の研究の充実・強化に全力で取
り組むべきである。

1.研究の現状及び課題

臨床研究

B型肝炎

Ｄ

①

Ｆ
フ



インターフェロン※lに よる治療効果 (臨床的治癒率)は約 30%で
あり、臨床的治癒に至らない多くの症例では、ウイルス増殖抑制目的

の逆転写酵素阻害剤※2の継続投与に依存している。

しかし、この逆転写酵素阻害剤を長期間投与した場合、高率でウイ

ルスの遺伝子変異 (変異株)が生じ、薬斉1耐性化したウイルスによる

肝炎の悪化が問題となっている。

② C型肝炎

根治治療と言えるインターフェロンの治療効果は、近年飛躍的に上

昇し、インターフェロン治療を断念していた患者の再チヤレンジを促

した。ペグインターフェロン※3と リバビリン※4併用療法において、難

治症例である l b ttx3の 高ウイルス量症例以外では、90%近 くの根

治率となっている。

しかしながら、 lb型の高ウイルス量症例の根治率に関.し ては、依

然として50%程度にとどまり、特に高齢の女性への治療効果は男性

に比して有意に低率で、またインターフェロンに対する副作用のため

の離脱者及び非適応者が存在することが問題となっている。

③ IF硬変

B型肝炎山来でウイルス増殖を伴う代償性肝硬変では、逆1転写酵素

ド[l害剤の投与で著明な病態改善が見られている。また、C型肝炎山来

の代償性肝硬変では、血1小板減少状態にある忠者に対して脚臓摘出手

術を行い、さらにインタ∵フェロンを投与することにより、一部の症

例において、著効を得ている、

ただし、非代償性肝硬変、6に関しては、根治治療は困難であり、多

くの症例で胴1庇護療法※7や食道静脈瘤への対処など対症療法が主体と

なっていることから、新たな根治治療が求められている。

④ 月11がん

早期がんではラジオ波焼灼療法※、や手術により、

は良いものの、ウイルスそのものは残存しており、

である。このため:肝がんの再発率は極めて高く、

の確立が急務である。

また、肝がん全体では、 5年生存率は約 25～ 3

い25。

局所の治療の成績

肝炎の根治は困難

肝がん再発防止策

0%に とどまって

(2)基礎研究

基礎的分野では、困難と言われた培養細胞におけるC型肝炎ウイル

IL2



ス増殖系を確立するとともに、安定した動物感染モデルであるヒト肝
細胞キメラマウス、9を 世界に先駆けて作成した。これを用いて、C型
肝炎ウイルスの増殖阻上の機序を解明し、C型肝炎ワクチン開発の基
礎を確立するなど:臨床応用が今後期待される研究を実施している。

しかし、肝炎ウイルス感染後の病態進行過程や抗ウイルス薬に対す
るウイルスの耐性化など、そのメカニズムが解明されていない。

(3)疫学研究

疫学研究としては、肝炎ウイルス感染者数の推計の基になるデータ
収集を行い、様々な行政施策の立案に生かされてきたものの、その一
方で、調査地域の偏在が見られ、全国規模の研究が十分に行われてい
ない。

 `                        '

2.7カ年戦略について

(1)今後の研究における方向性

① 臨床研究
B型肝炎については、多剤耐性ウイルスの機序の解明を目指した研究

を行うとともに、臨床的治癒率の改善を目指した新規治療法の開発等の
研究を行う。

C型肝炎については、次世代的なイ.ン ターフェロンの治療法による根
治率の改善やより副作用の少ない治療薬 `治療法の開発を目指した研究
を行う。

肝硬変については、肝線維化※lけ 機序を解明し、治療に結びつける研
究や再生医療を利用した根治治療を考慮した研究を行う。
肝がんについては、がんの診断マーカーや最新の画像機器を用いた超

早期発見技術の開発や新規治療法の開発に関する研究を行う:

② 基礎研究
安定したウイルス培養系及び感染モデル動物を用いた研究を推進して、

肝炎ウイルス感染後の病態進行過程、抗ウイルス薬に対するウイルスの
耐性変異に関わる過程、さらにウイルス感染に関わる宿主因子※!1に 関
する研究を進める。

さらに肝炎ウイルスに関する基礎研究及び疫学研究から得られる研究
情報を統合し、肝炎の研究及び臨床などに有用なデータベースを構築す
る6

③ 疫学研究
肝炎対策の推進につなげるため、感染者数の実態を明確にするための

‐3‐
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全国規模でかつ継続的な研究を行う。

④ 行政研究

肝炎対策を効果的に推進するため、検診、予防や医療体制等に関する

研究を行う。                       ′

上記の臨床、基礎、疫学等各分野における研究を支持し、基盤となる人

材の養成を図る。

(2).今後期待される新たな研究課題

① 臨床研究    ‐

(i)B型 肝炎

OB型肝炎における最新のインターフェロン治療 (ペ グインターフェ

ロン、長期間投与、逆転写酵素阻害剤の投与終了を目指した新規治

療法等)の開発に関する研究

○多斉J薬斉J耐性ウイルスのため難治化したB型肝炎における新規逆転

写酵素阻害剤による治療に関する研究

OB型肝炎ジェノタイプ※12に応じたインターフェロン及び逆1云写酵

素阻害斉1の投与規準の標準化に関する研究

(五 )C型肝炎

OC型月T炎における免疫賦活作月1の増強 (樹状細胞※13における To H

―Li.kcReceplo「 アゴニスト・ ilな ど)を治療に応用した研究

OC型肝炎に対する薬物以外の方法を用いた新規治療の適正化に関す

る研究 (血液浄化など)

OC型肝炎におけるインターフェロンの日1作用発現の低減を目指す研

究 (アデノシン三リン酸製剤、lぅ 、部分的1卑動脈塞栓術、l・ 、牌臓摘

出手術、肝臓への DDS(ド ラッグ・デリバリー・システム)※ 17確立

など)

OC型肝炎に対する抗原虫来1、 薬 (Nitazoxanide※ 19な ど)の効果に関

わる研究

(面 )肝硬変

○ヒトiPS細胞※2り 、骨髄幹細胞※21、 1旨月方細胞由来幹細胞、肝細胞増

殖因子 (HGF)※ 22な どを利用した肝再生及び肝臓機能回復に資する

研究                          `
○肝硬変からの発がん予防を念頭においた治療法 (がんワクチン、免

疫細胞導入などの免疫1武活療法など)に関する研究

‐4‐
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(市 )月千がん

○放射線治療や免疫療法を従来の化学療法と組み合ゎせた集学的治療
法に関する研究

○肝がんの幹細胞に対する治療法の開発に関する研究

② 基礎研究 ′

○ヒトiPS細胞を利用した肝炎ウイルス研究
○肝炎ゥイルスによる発がん機構の解明に関する研究
OC型肝炎に対する治療的ワクチンの開発に関する研究
○機能性食品によるウイルス性肝炎の病態の改善に関する研究

③ 疫学研究

○肝炎ゥイルス感染後の長期経過・予後調査に関する全国規模のデー
タバース構築に関する研究

④ 行政研究

○肝炎診療における専門医と一般医の連携に関する地域ごとの取組に
関する研究

(3)'今後も継続して取り組み、早急に成果を得るための研究課題
① 臨床研究

｀
 (i)B型 月11炎

○ジェノタイプA型のB型肝炎ウイルス感染の慢性化の予防に関する
研究

○免疫抑制・化学療法中に再活性化するB型肝炎の治療に関する研究

(五 )C型肝炎

OC型肝炎におけるインターフェロン難治例 (無効例、再燃例)を対
象にした治療方法 (ペ グインターフェロン、サイクロスポリンA※ 23

併用療法など)に関する研究
○ペグインターフェロン、リバビリン、プロテアーゼ阻害剤※24による

3剤併用療法の評価研究
OC型肝炎ウイルス遺伝子の非翻訳領域来25を標的とした新規薬剤の

開発研究

OC型肝炎に対するウイルス選択的抗ウイルス剤 (プ ロテアーゼ阻害
剤・ポリメラーゼ阻害剤※26な ど)の評価に関する研究

○ウイルス肝炎において、最新の治療法 (治療薬、治療期間など)の
標準化に関する臨床研究

OC型肝炎において宿主因子の強化に関する研究       ′

‐5・

ll夕 lヽ、



OC型肝炎キャリア未治療例への対応に関する研究

○肝移植後のC型肝炎再発に対する治療方法に関する研究

(五i)肝硬変

○肝線維化の抑制に結びつく新規治療法に関する研究

○ジェノミクス解析、27により得られた肝臓の線維化抑止につながる

分子標的治療薬※2、 創業を考慮した臨床研究

○肝硬変における肝線維化の非観血的な検査法に関する研究

(市)月千がん

○肝がん早期発見のための新規がん診断マーカーの開発に関する研究

○肝がんにおける新規画像診断 (造影1夏 部エコー※29検査、RVS※ 30

など)に関する研究

○ジェノミクス解析により肝がん再発因子 (遺伝的素因、がん遺伝子

※31異常)の同定、分子標的治療薬の新規開発・テーラァメー ド治療

※32に関する研究

○肝がん根治治療後の再発抑制に関する研究

○肝がんにおける新規抗がん斉J(血l管新生旺l害薬、く33等の分子標的薬)

の開発に関する研究

○新規抗がん剤の評価と適正な患者対象の選択や使用法に関する研究

○肝がんに対する陽子線※‖l・ 炭素線治療※33に 関する研究

○肝臓の栄養代訪lが及ばす発がん抑 1」1に 関する研究

② 基礎研究

○肝炎ウイルス培養系を用いたウイルス生活環の解析と新たな治療標

的の同定に関する研究

○新規抗ウイルス業の開発、既存薬斉1の スクリニニングに関する研究

○ヒト肝細胞キメラマウスを利用したC型肝炎ウイルスの複製増殖機

構及び病態発現機構に関する研究

○ウイルスレセプター※36を活用し、感染初期過程を標的とする新規治

療法の開発に関する研究

○感染予防のC型肝炎ワクチン及び免疫グロブリン※37に よる感染阻
.止に関する研究

○薬剤耐性 B型肝炎ウイルスの解明に関する研究

OC型肝炎における酸化ス トレス※3Sの意義に関する研究

OC型肝炎における線維化と脂肪化の関係に関する研究

○肝発がんとインスリン抵抗性※39の関係に関する研究

○ウイルス性肝炎に関わるウイルス側因子、病態に応 じた宿主因子も

含めた情報のデータベース構築に関する研究

I IIf
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③ 疫学研究  |
OB型肝炎ジェノタイプAの感染様式及び地理的分布に関する研究
〇近未来のウイルス肝炎患者数の動向予測に関する研究

④ 行政研究

○ウイルス肝炎未検査例への対策 (検診のあり方)に関する研究
○海外渡航者の予防対策等に関する研究

○本邦における適切なウイルス肝炎検診、肝疾患の診療が受けられる
体制の確立 (均てん化)に関する研究

○肝炎ウイルスを対象とした研究情報のデータベース構築に関する研
究

OB型肝炎ワクチンの在り方に関する研究
○医療行為に伴う肝炎ウイルスの新規感染防止に関する研究

(4) 戦略の目標

以上の研究結果から、今後 7年間 (平成 20年度～平成 26年度)で、
いまだ解明されていない肝炎等本態解明に追り、さらに肝がんにおけ
るがん診断7マーカーや画像診断等新たな肝疾患の検査法の開発や:新
規治療法の開発等を行い、その成果を予防、診断及び治療に反映させ
る。

その結果として、これまで改善が極めて困難と言われてきた肝疾患
の治療成績について、

① B型肝炎の臨床的治癒率を現状の約 30%か ら約40%まで改善、
② C型肝炎 (lb高 ウイルス型)の根治率を現状の約 50%か ら約

70%まで改善、

③ 非代償性肝硬変 (ChildttPugh C※ 40)における5年生存率を
現状の約 25%か ら、B型肝炎由来では約 50%まで、C型肝炎由来
では約 35%ま で改善、

④ 進行肝がんの5年生存率を現状の約 25%か ら約 40%まで改善、

を目指す。

3口 上記研究を進めるための基盤整備

(1)新規重要課題の早急な実施

‐7‐
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肝炎に係る研究費として、平成 14年度以降、毎年度重点化を重ね

てきた。本戦ll16に 掲げた計 17の新規課題の研究に、着実に対応して

いくために、肝炎等克服緊急対策研究費等肝炎に係る研究費の更なる

重点化が必要である。

(2)研究の集中化と一元化の実現

肝疾患についての研究は、各地の研究機関等において行われている

が、それぞれ独自に行われ、特定分野の研究が進まないといったこと

が生じがちであることから、研究情報を一元化し、全体を調整する機

関が求められてきた。

そこで、国立感染症研究所において、研究の方向性を定め、研究成

果の情報収集 0解析、研究者の育成を新たに実施し、本邦における肝

炎研究の中核的機関としての機能を充足させるため、体制の整備を図

る必要があるq

また、肝疾患について、臨床研究や情報発信を担う国立国際医療セ

ンターの役割も重要であり、両機関が互いの機能を有li完 しながら、国

全体の肝炎研究を先導していく必要がある。

(3)人材育成

基礎、臨床、疫学等研究分野のすべてにおいて(月11炎研究の人材不

足に対応するため、若手研究者の育成・活用に係る1反組の充実・強化

を図る。

“

)国 際交流  J
‐ 外国人研究者の招へいに係る事業費、外国への日本人研究者の派

遣に係る事業費、外国の研究機関等への委託事業費などの重点化を

図り、国外において実施されている研究等に関する情報を積極的に

取 り入れ共有し、また、人的な交流も行う。

4.戦略の評価と見直 し
・本戦略は、本年度から7年間における戦Ⅲ各目標の達成を目指し、重点

課題について集中的に研究を進めていくものであるが、研究の進捗状況

を 3年後に評価 した上で見直し、必要な措置を講ずる。

||｀ と
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用語集
※1 インターフェロン :抗ウイルス効果を有する生理活ヤL物質であり、体内で生成されるもの。これ

が‖F炎 ウイルスの増殖抑11に大きな効果があることが判明し、同様の作用を有する業剤が開発さ

れた。

※2 逆転写酵素IIl害剤 :ウイルスRNAをサイクリックDNAに 転写するウイルス増殖のための,凸程

(=逆転写)等を世111す ることによって、ウイルスの増殖を抑制する薬斉J。 ラミブジンなどに代表

される核酸アナログ製斉Jがある。

※3 ペグインターフェロン :イ ンターフェロンの抗ウイルス効果が持続するように改良したり1剤の総

材:。

※4 リバビリン:イ ンタ‐フェロン等と併ナ|!す ることで、柑1乗的に抗ウイルス効果を Lケふさせる集剤。

※5 1b型 :C型‖F炎遺伝子型の ‐種、日本人の感染 /i患者の約 70%がこの1製のウイルスに感染して

いるという最多の遺伝14型。

※6 非代償性lF便変 :自 党症状がないとさオnる 代償|゛LlF硬変と比較し、病状が進行し、横断 。
1隻 /1KJI

り[べ強 道絲脈清|の破裂等、有りli状 化する時lulの lF硬 変のこと。

※7 ‖「庇護療法 :‖「炎等における炎11を抑える対症療法。

※8 ラジオ波焼灼療法 :局所‖l烈:療法の 一種ざ腹部エコー検査等による観察 ドにおいて、高周波であ

るラジオ波を利用した限局的な発熱作用を利川し病変の焼灼を行う治療法。

※9 ヒトリF細胞キメラマウス :ヒ トリF剖‖1包 を移植し、動物モデルとして,‖発されたマウス。

※10 ‖F線維化 :‖「炎に伴う‖F制‖胞脱落劇∫に線維が増′Lす るもので、進行すると‖F硬変になる
`

※ 11 41i L因 J4:疾病等に供|す る動物やヒト側の要因のこと。

※ 12 ジェノタィプ li菫 伝r型。

※13 樹状組‖胞 :イ ンターフェロン産イli等 を惹起する免疫細胞:

※14 アゴニスト:生体内の受容体分予に結合するなどして、ホルモン様の作用を発する物質。

※ 15 アデノシン:ニ リン酸製斉1:慢‖:肝疾λユにおける‖F機能の改善作用などを有する業斉1。

※16 部分的1中 動脈塞栓術 :榊 1長い 1医 療用の管であるカテーテルをl1111内 で使用し、1卑臓に至る動脈

を選択的に栓塞する,結果として:‖申山l流が部分的に途絶することで脚臓の機能低 ドをIXIる (こ

の結果肝硬変忠者等で山l小板数等の改善が見らオlる 場合がある)。

※ 17 DDS(ド ラッグ・デリバリー・システム)=t「薬物送達システム」、若しくは「業物輸送システ

ム」。:日 標とする忠部に、業物を効果的かつ集中的に送り込む技術。業剤を嘆等で包み、途中

で分解されないようにしながら、患部に夕1達させ、そこで薬剤を放|‖ させる。治療効果は高く、

1‖ 作川軽減が期待されるも

※18 原虫 :Jt核単細胞の動物性の微′L物。狭義では寄生性があり、病原性を有するものを指す:

※ 19 Nitazoxanido lニ タゾキサニド(商品名はアニリア)。 原虫であるクリプトスポリジウム症の治

療薬。

※20 iPS剤 1胞 :人 に多能性1牟細胞。高い増殖能と様々な組1胞へと分化できる能力を持つ細胞。
|

※21 幹細胞 :Sicm―ccll(ス テムーセル)。 ある割‖胞に変化するようにという指示を受けると特定の

細1包 に変身 (=分化)する能力をfJする組1胞。また、変化を遂げる前の木分化の状態で長期‖l

にわたって自らを複製、「7J:す る能力も備えている細胞。

※22 肝紹‖胞増殖因子 (HCF):肝臓の再41を促す物質:

‐9‐
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※23 サイクロスポリンA:免疫抑1川斉1の 一種。C型‖F炎 ウイルスにおいてウイルス復夢1の ‖1害作サll

をrl‐ する。     ・

※24 プロテアーゼ‖l害斉1:ウ イルスRNAを 適切な剖S分で切断し、ウイルス増殖に寄与しているタ

ンパク (プ ロテアニゼ等)の合成を倒l害する業剤。 C Jl・J‖ F炎ウイルス増jilli抑 11効果が則1待 され

る。

※25 非翻訳領域 :メ ッセンジャーRNAの うち、タンパク質情報を有さない領域。  1

※26 ポリメラーゼ‖l害剤 :ウ イルス Iく NAの転写というウイルス増殖に必要なタンパク (=ポ リメ

ラーゼ)の合成を‖[害する業剤。C型‖F炎ウイルスlin抑 11効 果がlUl待 さイ■る。     ・

※27 ジェノミクス解析 :新規治療業の,‖ 発を考慮した患者遺伝 1こ と疾患とを関連づける解析。

※28 分子標的治療業 :細胞増殖に関わる分子を‖l害する治療業。

※29 ,生 影腹 liillエ コー :「11像 L、 病変部をりl確 化した 11で行う腹部エコー (超 音波)検査。

※30 RVS(Rcal― tinc Virl‖ュl Solography):腹 部CT検企と1司 期・同断ini表 示を可能とした腹部

エコー検査のlllli像 診Wi技術。lFがんのラジオ波焼灼療法等に利川できるち

※31 がん遺伝子:外イ1的 に切除さイ■たがん部から抽出さオ1た I)NA。 (その異常を評価することから

新規治療業の開発につなげる)

※32 テーラニメード治療 :個 人のタイプ (仰|え ば遺伝 l・ 型)に応じて最適な医療をit供 する治療。

※13 山L管新′
li‖ l害業 :新′11lil管 による腫瘍への酸素と栄養の供給を‖l l11し 、順瘍を兵粗攻めにする

治療薬。

※ 3■  陽 r線 :放射線の ‐種。がん等に1照射する治療に利用さオ1て いる。

※35 炭素線 :放 1、1線の ・flTl(陽 14線 より粒 rが
'■
ぃ)。 がん等に|(11、 |する治療に利用さオ

´
1て いる。

、 ※ 3あ  ウイルスレセブター :ウ ィルス感染を起こす際の′11体側分 予。

※37 免疫グロブリン :″j原 と結合する抗体として働くタンパク質の総称であり、腹数の分
ir種 があ

る。

※38 酸化ス トレス :体内でイli成 する活性餃素などにより判‖胞質や細胞核が障害さイ1る 1犬態。病気の

進展や発がんに供1係 する。     ―

※ 39 インスリン抵抗‖1:山L糖値を低 ドさせるためのインスリンは多 litに 放出さオ■ているが、そυ)作

川が‖l害 されている状態。

※1 0 Child―Pugh C:進 行したリト代″i性‖F硬変。
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